
■引上げ分の地方消費税収（社会保障財源化分）の使途について

□令和８年度予算における地方消費税交付金 １，３６３，６００千円

　　　　　うち社会保障財源化分 ７４３，７８２千円

□社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

（単位：千円）

国府支出金 市債 その他
引き上げ分の
地方消費税

社会福祉費 老人福祉対策費 5,065 5 0 610 4,450 1,096

障害者総合支援法事業費 1,693,304 1,269,975 0 0 423,329 105,522

地域生活支援事業費 57,023 25,659 0 0 31,364 7,814

障害者福祉対策費 42,530 31,751 0 0 10,779 2,646

障害者医療費 141,595 70,623 0 24 70,948 17,072

生活困窮者自立支援事業費 5,544 3,696 0 0 1,848 461

児童福祉費 児童福祉総務費 1,530,961 1,179,878 0 375 350,708 86,460

母子福祉対策費 50,710 26,895 0 10 23,805 5,623

子ども福祉対策費 172,213 28,111 0 22,000 122,102 29,429

生活保護費 生活保護費 1,058,693 824,641 0 34,365 199,687 49,775

保健衛生費 予防費 3,972 2,826 0 0 1,146 235

母子事業費 2,205 1,470 0 240 495 122

国民健康保険費 国民健康保険費 426,656 316,353 0 0 110,303 27,495

社会福祉費 介護保険費 755,748 47,364 0 0 708,384 176,577

社会福祉費 後期高齢者医療費 1,127,962 191,396 0 0 936,566 233,455

7,074,181 4,020,643 0 57,624 2,995,914 743,782合　　計

社会福祉

保健衛生

社会保険

区　　分
令和８年度
予算額

財源内訳

特定財源 一般財源

　本市令和８年度当初予算における、地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる、社会保障４経費
（制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経
費）その他社会保障施策に要する経費は、以下のとおりになります。


